
朝倉市夢と緑を育む食料・農業・農村基本条例 

平成22年12月21日 

条 例 第 ２ ９ 号 

朝倉市の農業は、九州一の大河である筑後川やその水系に潤された肥沃な

南西部の水田地帯と自然豊かな古処・馬見山系が広がる北東部山麓の下で、

山田井堰や堀川用水と重連水車群をはじめとする先人たちの英知とたゆま

ない努力によって様々な困難を乗り越えながら、多彩な農産物を生産し、県

内有数の産地を形成してきた。 

農業及び農村は、私たちの生活に欠くことのできない食料を供給するだけ

でなく、美しい自然環境の形成や水源のかん養等の計り知れない恵みをもた

らしてきた。また、農業は、農家の生活を支え農村を形成しながら伝統文化

を継承するにとどまらず、集落機能を維持することにより地域社会の活動に

大きな役割を果たしている。 

私たち朝倉市民は、このような農業及び農村の役割が今後も変わることな

く、健康で豊かな生活を支えていくために極めて重要な意義を持ち続けると

確信する。 

しかしながら、近年、農産物輸入の自由化や食生活の多様化等により、農

産物の価格が低迷するなど農業は厳しい状況にあり、その結果が農業者の高

齢化や担い手の減少、遊休農地の増加等となって現れており、とりわけ中山

間地では過疎化により集落の維持さえ困難な地域が出現するなど、食料、農

業及び農村をめぐる様々な問題が発生している。 

このような中、本市の農業及び農村を振興するためには、競争力のある農

業を確立させることはもとより、市民一人ひとりが食料、農業及び農村の市

民生活に果たしている役割の重要性について理解を深めながら、地産地消の

実践や食と農に関する知識を習得する取組等の継続的な活動を行うことが

重要である。 

私たちはここに、市民、農業者及び農業団体、食品産業の事業者並びに行

政の協働により、食料に対する理解を深め、本市の農業及び農村を市民の貴

重な財産として育み、次代に引き継ぐとともに、その進むべき道を明らかに

するため、この条例を制定する。 



 

（目的） 

第１条 この条例は、本市の食料並びに農業及び農村の振興に関する施策に

ついて、基本理念、その実現に必要な基本的施策に関する事項を定めるこ

とにより、食料、農業及び農村に対する市民の理解を深め、持続的に発展

する農業を確立させるとともに、健康で心豊かな住みよい地域社会の実現

に寄与することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第２条 食料は、人の営みを支える源であることから、安全で安心な農産物

が安定的に生産及び供給されることにより、将来にわたって食料に対する

信頼が確保されなければならない。また、地域で生産される農産物は、地

域内での流通及び消費が促進されることにより、食育を含めた食の重要性

に対する理解の促進と地域特有の食文化の継承が図られるとともに、地域

外への供給が促進されることにより、本市の農業の活性化が図られなけれ

ばならない。 

２ 農業においては、農地、農業用施設その他の農業資源及び多様な担い手

を含む農業者が確保され、地域の特性に応じた収益性の高いゆとりある農

業が営まれ、かつ、自然環境と調和した持続的な発展が図られなければな

らない。 

３ 農村においては、良好な自然景観の形成、水源のかん養、生物の多様性

の保全等の多面的な機能（以下「多面的機能」という。）を有する、人と

自然との共生ができる調和のとれた場として整備され、かつ、保全されな

ければならない。 

 

 （市の責務） 

第３条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、食料並びに農業及び農

村の振興に関する基本的かつ総合的な施策を推進するものとする。 

 

  



（農業者及び農業団体の責務） 

第４条 農業者及び農業団体は、農村における地域づくりの主体であること

を認識するとともに、安全で安心な農産物を安定的に生産し、収益性の高

いゆとりある農業経営の確立に向け、自らの創意工夫を活かした効率的な

農業生産と魅力のある農村づくりに主体的に取り組むものとする。 

 

 （市民の役割） 

第５条 市民は、食料、農業及び農村が市民生活に果たしている役割の重要

性について理解と関心を深めるとともに、食育の重要性を認識し、地域で

生産される農産物の消費を進めることなどにより、農業及び農村の振興に

協力するよう努めるものとする。 

 

 （事業者の役割） 

第６条 食品産業の事業者は、食料、農業及び農村が市民生活に果たしてい

る役割の重要性について理解と関心を深め、地域で生産される農産物の積

極的な利用と食品の安定的な供給に努めるものとする。 

 

 （基本的施策） 

第７条 市は、第２条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基

本的な施策として、各々の施策相互の有機的な連携を図りつつ、推進する

ものとする。 

（１）多様な担い手及び後継者の育成及び確保に必要な施策 

（２）競争力のある産地の育成及び収益性の高い農業経営の確立に必要な施策 

（３）農産物に対する消費者の信頼の向上並びに農産物の消費、利用、流通

及び販売の促進に必要な施策 

（４）生産基盤の維持、優良農地の確保及び農村が有する多面的機能の発揮

に必要な施策 

（５）農業の資源循環機能の維持及び環境保全に必要な施策 

（６）地産地消に必要な施策 

（７）食育の推進に必要な施策 



（８）農業及び農村に関する情報の提供、生産者と消費者との交流等による

農業及び農村に対する市民の理解の促進に必要な施策 

 

 （基本計画の策定及び変更） 

第８条 市長は、前条に規定する基本的な施策を総合的かつ計画的に推進す

るために、食料並びに農業及び農村の振興に関する基本的な計画（以下「基

本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 市長は、基本計画を定めようとするときは、朝倉市農林行政審議会条例

（平成１８年朝倉市条例第１４９号）に定める朝倉市農林行政審議会の意

見を聴かなければならない。 

３ 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

４ 市長は、食料、農業及び農村を取り巻く情勢の変化を勘案し、おおむね

５年ごとに基本計画に検討を加え、必要に応じてこれを変更するものとする。 

５ 第２項及び第３項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

 （実施状況等の公表） 

第９条 市長は、基本計画に基づく施策の実施状況等をとりまとめ、公表す

るものとする。 

 

 （推進体制の整備） 

第１０条 市長は、食料並びに農業及び農村の振興に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるものと

する。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２３年１月１日から施行する。 

 


